
国土強靱化基本計画案の作成に当たっての 

関係者の意見聴取について 

○国土強靱化基本計画の案の作成にあたり、すべての都道府県及び市町村、国土強

靱化に関する施策の推進に関し密接な関係を有する者に対し、2月 28 日付で意見

を求めた。

強くてしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱基本法第 17条第 7項 

 本部は、国土強靱化基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県、市町村、

学識経験を有する者及び国土強靱化に関する施策の推進に関し密接な関係を有する者の意見を聴

かなければならない。

国土強靱化に関する施策の推進に関し密接な関係を有する者

・４経済団体（日本経団連、日本商工会議所、経済同友会、新経済連盟）

・【保健医療・福祉】日本医師会、日本歯科医師会、全国社会福祉協議会

・【農林水産】ＪＡ全中、ＪＡ全農、全国土地改良事業団体連合会、

全国森林組合連合会、大日本水産会

・【消 費 者】全国消費者団体連絡会

○意見は、昨年 12 月 17 日に国土強靱化推進本部において、国土強靱化基本計画の

基となるものとして決定した「国土強靱化政策大綱」を基に、12 の個別政策分

野、3の横断的分野ごとに、また、その他全体についての意見等を記載してもら

ったところ、合計 756 件の意見提出があった。

これを分類すると、別紙のようになった。
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